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【事業報告】
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
１．業務の適正を確保するための体制の決定内容の概要
⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他会社の

業務並びに会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するために必要な
体制
①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役は職務の執行において取締役会における決定事項に基づき、各々の業務分担に応じ
て適正な職務執行を行い、その状況を取締役会に報告する。

法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス委員会を設置し、取締役社長をコン
プライアンス委員長としコンプライアンス担当役員を選出し、その責任のもと、コンプライ
アンス規程及びコンプライアンスマニュアルを作成するとともに、法令・定款等に違反する
行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。

万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容及び対処案が直ち
にコンプライアンス担当役員等を通じてトップマネジメント、取締役会、監査役に報告され
る体制を構築する。

また、コンプライアンスマニュアルにおいて反社会的勢力排除を明記し、反社会的勢力と
は一切関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には毅然とした態度で対応
することとし、反社会的勢力との関係は断固排除する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の重要な意思決定及び報告に関しては、法令に定めがあるものの他、文書の作成、

保存及び廃棄に関する文書管理規程を策定して適切に保存・管理し、取締役、監査役及び会
計監査人が何時でも閲覧できる状態を確保する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程を定め、多様化する損失リスクの評価と対応方法の設定を行い、これらを

すべて文書化し、総務部企画課においてリスクを網羅的・総括的に管理する。
内部監査室は部門毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告し、

これを受けた取締役会でその改善策を審議・決定することにより実効性のある損失リスク管
理体制を構築する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
年度計画の四半期及び月別の予算管理を実施することにより、業務遂行の進捗状況を把握

し、経営資源の最適活用を図る体制を確保する。
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取締役の業務執行責任の範囲を明確にし、業務を組織的・有機的に運用するため管掌役員
を定めるとともに、少人数の取締役による取締役会において、経営上の重要な意思決定を迅
速に行う。執行役員制度を導入し、執行役員は取締役会の決議に基づく役割分担によりその
職務を執行し、取締役は職務執行のモニタリングを行う。

日常の職務遂行に際しては、「組織・職務規程」に基づき権限の委譲が行われ、各レベル
の責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人の法令・定款遵守を徹底するため、コンプライアンス委員会を設置してコンプライ

アンス規程及びコンプライアンスマニュアルを策定するとともに、使用人に対して適切な研
修体制を整え、各部署にコンプライアンス責任者等の必要な人員配置を行い、コンプライア
ンスマニュアルの実施状況を管理・監視する。また、内部通報制度等を整備して法令・定款
違反等がトップマネジメント、取締役会、監査役に報告される体制を構築し、社内での自浄
作用を機能させて不祥事の未然防止を図る。

⑥-ⅰ  子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員（以下、「取締役等」という。）の職務
の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
当社は、子会社の経営の自主性を尊重しつつ「関係会社管理規程」に子会社の管理方針及

び管理体制を定めるとともに、原則として当社の取締役が各子会社の役員を兼任する。子会
社の業務内容及び取締役等の職務の執行の状況について当社の取締役に報告され、重要案件
については事前に当社への報告・承認を求める。

⑥-ⅱ  子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）共通に適用される

リスク管理規程を定め、多様化する損失リスクの評価と対応方法の設定を行い、これらをす
べて文書化し、当社総務部企画課においてグループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理す
る。

当社内部監査室は当社グループ各部門毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的
に当社取締役会に報告し、これを受けた取締役会でその改善策を審議・決定することにより
実効性のある損失リスク管理体制を構築する。

⑥-ⅲ  子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の業務内容及び取締役等の職務の執行の状況について定期的な報告を受け

るとともに重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会に
おいて協議すること等により子会社の取締役の職務の執行をモニタリングする。
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⑥-ⅳ  子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
子会社の取締役は職務の執行において当該子会社の取締役会における決定事項に基づき、

各々の業務分担に応じて適正な職務執行を行い、その状況を取締役会に報告する。
子会社の取締役等及び使用人の法令・定款遵守を徹底するため、コンプライアンス委員会

を設置して当社グループ共通に適用されるコンプライアンス規程及びコンプライアンスマニ
ュアルを策定するとともに、子会社の取締役等及び使用人に対しても適切な研修体制を整え、
各部署にコンプライアンス責任者等の必要な人員配置を行い、コンプライアンスマニュアル
の実施状況を管理・監視する。また、内部通報制度等を整備して法令・定款違反等が当社ト
ップマネジメント、取締役会、監査役に報告される体制を構築し、グループ内での自浄作用
を機能させて不祥事の未然防止を図る。

万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容及び対処案が直ち
に子会社の取締役を通じ当社のコンプライアンス担当役員等へ連絡され、さらにトップマネ
ジメント、取締役会、監査役に報告される体制を構築する。

⑥-ⅴ  その他会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
内部監査室は四半期毎に当社グループ各社のリスク情報の有無を監査し、損失のリスクが

発生しこれを把握した場合には、直ちに発見されたリスクの内容、発生する損失の程度及び
当社に対する影響について、当社の取締役会及び担当部署に報告される体制を構築する。

また、当社グループ会社間における不適切な取引または会計処理を防止するため、当社総
務部企画課はグループ各社の経営企画関連部署またはこれに相当する部署と十分な情報交換
を行うなど密接に連携を図る。

⑵　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項
監査役の職務遂行を補助すべき部署として、総務部企画課スタッフが兼務するものとする。

②　監査役のその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務遂行を補助する総務部企画課スタッフは、その補助業務に関して取締役の指

揮命令を受けないものとし、人事、処遇関係については監査役との事前協議を前提とする。
③　監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役は、総務部企画課スタッフに業務遂行の補助を行うよう命令できるものとする。ま
た、職務の遂行上必要な場合、監査役は当該使用人を取締役から独立させて業務を行うよう
指示できる体制をとるものとする。

－ 3 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況



④-ⅰ  取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体
制
取締役及び使用人は以下の報告を監査役に対して行う。

イ．会社に重大な損失を与える恐れのある事実を発見した場合は、直ちに報告する。
ロ．役職員による違法または不正な行為を発見した場合は報告を行う。
ハ．定期的または監査役の指示により、子会社等を含む業務の執行状況を報告する。
ニ．リスク管理統括責任者は、定期的または監査役の指示により担当する部門のリスク管理

体制について報告する。
④-ⅱ  子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設

置会社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役及び使用人等は以下の報告を当社監査役に対して行う。

イ．会社に重大な損失を与える恐れのある事実を発見した場合は、直ちに報告する。
ロ．役職員による違法または不正な行為を発見した場合は報告を行う。
ハ．定期的または監査役の指示により、業務の執行状況を報告する。
ニ．リスク管理統括責任者は、定期的または監査役の指示により担当する部門のリスク管理

体制について報告する。
⑤　前々項目(⑵ ④-ⅰ)及び前項目(⑵ ④-ⅱ)の報告をした者が当該報告をしたことを理由と

して不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告を行った子会社の取締役、監査役及び使用人等に対し、当該報告を

したことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職
員に周知徹底する。

⑥　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等を請求した場合には、当該請
求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
速やかに当該費用または債務を処理する。

⑦　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するために以下の体制を構築する。

イ．監査役監査に対し、内部監査部門、取締役、使用人は協力する。
ロ．監査役は、代表取締役との定期的な会合をもち、意見交換を行い効果的な監査業務の遂

行を図る。
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ハ．監査役は、定期的または必要に応じて会計監査人と意見交換を行い､適正な業務の遂行に
努める。

ニ．監査役は必要に応じて外部専門家の意見を聞き、適正な監査の維持に努める。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他会社の

業務並びに会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するために必要な
体制の運用状況の概要
①　法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．当事業年度は19回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項につき審
議・決定並びに各取締役の業務執行状況の監督を行いました。

ロ．当社グループの取締役、監査役及び執行役員に対して、世界における食品衛生の動向及
び日本における衛生管理の制度化の動向を主なテーマとして研修を実施いたしました。

ハ．社内イントラネットにおいて、コンプライアンス規程及びコンプライアンスマニュアル
を周知するとともに、当社グループの全役職員に対してコンプライアンスと内部統制の基
本をテーマに研修を実施いたしました。

ニ．社内イントラネットにおいて、内部通報窓口とともに内部通報者の不利益取扱いの禁止
を含む内部通報制度の利用ルールを周知しております。

②　効率的な職務執行を確保するための体制
イ．各子会社及び当社各部門毎の年度計画の四半期及び月別の予算管理を実施することによ

り、業務遂行の進捗状況を把握し、経営資源の最適活用を図りました。
ロ．取締役会において経営上の重要事項が十分に議論・共有できるよう、審議・報告方法の

見直しを行いました。
ハ．執行役員制度を導入し、経営層における役割・責任の明確化と機動的な経営の推進を行

っております。
ニ．業務執行の効率性、実効性の向上を図るため、月１回執行役員会を開催し、取締役会で

決定された経営方針に係る現場レベルにおける施策・問題についての具体的な検討を行い
ました。

③　企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．事業環境の変化を踏まえ、グループ全体での価値観の共有・継承を図って将来に渡る発

展につなげるため、経営理念について適時見直しを検討するとともに、社内イントラネッ
トにおいて周知を行っております。
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ロ．当社の取締役は子会社の役員を兼務し、各子会社の取締役等の職務の執行が適正・効率
的に行われていることを監督しております。

ハ．月１回グループ経営会議を開催し、各子会社から業務執行・経営戦略に関する報告を受
けております。

ニ．内部監査室は、コンプライアンスのほか、業務の有効性や効率性、情報セキュリティ等
につき、各子会社及び当社各部門を監査し、監査結果を取締役会のほかグループ監査役会
にも報告のうえ、必要に応じて改善提言を行いました。

⑵　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の運用状況の概要
イ．監査役は、ほぼ全ての取締役会に出席するとともに、月１回のグループ経営会議に出席

し、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認いたしました。
ロ．監査役は、会計監査人から法令に基づく事業年度の監査結果についての定期報告を受け

たほか、適宜、会計監査人から監査状況を聴取いたしました。
ハ．四半期毎に、グループ監査役会を開催し、国内子会社の監査役と情報交換を行い、情報

の共有化を図りました。また、子会社の往査の際には、個別に子会社監査役と情報交換を
行いました。
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【連結計算書類】
連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
⑴　連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況
連結子会社の数　　　　　　　７社
連結子会社の名称　　　　　　㈱埼玉県魚市場、千葉魚類㈱、川越水産市場㈱、釧路東水冷凍㈱、AERO 

TRADING CO.,LTD.、SUNNY VIEW ENTERPRISE LTD.、豊海東都水
産冷蔵㈱

前連結会計年度において連結子会社であった東水フーズ㈱は、2019年１月７日に清算手続きを結了し
ている。

②　非連結子会社の状況
会社の名称　　　　　　　　　辰巳産業㈱、㈲埼水、東都小揚㈱、東海フレッシュ㈱
連結の範囲から除いた理由　　非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影
響を及ぼしていないため連結の範囲から除外している。

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法適用会社　　　　　　　なし
②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

非連結子会社　　　　　　　　辰巳産業㈱、㈲埼水、東都小揚㈱、東海フレッシュ㈱
関連会社　　　　　　　　　　埼玉魚市場氷販㈲
持分法を適用しない理由　　　各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として
も重要性がないため、持分法の適用範囲から除外している。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、AERO TRADING CO.,LTD.、SUNNY VIEW ENTERPRISE LTD.の決算日は12月31
日である。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重
要な取引については、連結上必要な調整を行っている。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券
時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法によ
り算定）
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時価のないもの　　　　　　総平均法による原価法
ロ．デリバティブ　　　　　　　時価法
ハ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産　　　　　　　　主に個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産　　　　　　　　定率法

なお、当社の賃貸住宅・賃貸冷蔵庫・社宅の一部、当社及び国内連結子
会社の1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額
法

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上している。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　当社及び国内連結子会社は従業員に支給する賞与に充てるため、支給見
込額に基づき計上している。

ハ．株式給付引当金　　　　　　当社の従業員に対する将来の当社株式の給付に充てるため、株式給付規
程に基づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込
額に基づき計上している。

④　退職給付に係る負債の計上基準
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基
づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上している。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（11年）による定額法により費用処理することとし
ている。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により按分した額を
それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしている。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を
調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係
る調整累計額に計上している。
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⑤　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理している。なお、在外子会社の資産及び負債、
収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めている。

⑥　消費税等の会計処理　　　　　税抜方式によっている。

２．表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当連結会計
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債
の区分に表示する方法に変更した。

３．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産

投資有価証券 221百万円
建物及び構築物 1,851
機械装置及び運搬具 290
土地 492

計 2,855
担保に係る債務

短期借入金 600百万円
長期借入金（１年以内返済分を含む） 2,776

計 3,376
⑵　有形固定資産の減価償却累計額 9,076百万円
⑶　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき事業用土地の再評価を行い、再評
価差額のうち税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額から税金相
当額を控除した額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上している。
①　再評価を行った日　　　　　　2002年３月31日
②　再評価の方法　　　　　　　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第

119号）第２条第４号に定める当該事業用土地について「地価税法第16
条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定す
るために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に合理
的な調整を行って算定している。
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③　再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価額との差額

上記差額のうち賃貸等不
動産にかかるもの

456百万円

391百万円

⑷　圧縮記帳額
　国庫補助金等の受入れにより、取得価額から控除している固定資産の圧縮記帳額は、347百万円である。
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 期 首
株 式 数 （ 千 株 ）

当 期
増加株式数(千株)

当 期
減少株式数(千株)

当 期 末
株 式 数 （ 千 株 ）

発 行 済 株 式

普 通 株 式 4,026 － － 4,026

合 計 4,026 － － 4,026

自 己 株 式

普 通 株 式
（ 注 1 . 2 ） 48 160 － 208

合 計 48 160 － 208

（注）１．自己株式の当期末の株式数には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」
制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式47千株
が含まれている。

２．自己株式の数の増加は、2018年８月21日の取締役会決議に基づく自己株式の取得160千株及び単元
未満株式の買取り０千株による増加分である。

⑵　配当に関する事項
イ．配当金の支払

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2018年６月27日
定時株主総会 普通株式 261 65 2018年３月31日 2018年６月28日

（注）配当金の総額には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度の信託財産と
して、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金３百万円が含
まれている。
ロ．基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １ 株 当 た り

配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2019年６月19日
定時株主総会 普通株式 251 利益剰余金 65 2019年３月31日 2019年６月20日

（注）配当金の総額には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度の信託財産と
して、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金３百万円が含
まれている。

－ 11 －

連結注記表



５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入に
より行う方針としている。デリバティブは、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するために利用し、
投機的な取引は行わないこととしている。

②金融商品の内容及びそのリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクに関しては、当
社グループ各社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の信
用状況を適宜把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っている。
　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関係を有する企業
の株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握している。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期の支払期日である。一部外貨建てのものに
ついては、為替の変動リスクに晒されているが、先物為替予約を利用してヘッジしている。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は金利上昇リスクを回避
するための運転資金並びに設備投資に係る資金調達である。
　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先
物為替予約取引である。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた
管理規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っている。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
る。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない。

連結貸借対照表計上額(＊1)
(百万円)

時価(＊1)
(百万円)

差額
(百万円)

⑴現金及び預金 7,078 7,078 －

⑵受取手形及び売掛金 6,779

貸倒引当金(＊2) △658

6,120 6,120 －

⑶投資有価証券 1,683 1,683 －

⑷破産更生債権等 205

貸倒引当金(＊3) △191

14 14 －

⑸支払手形及び買掛金 (3,189) (3,189) －

⑹短期借入金 (1,785) (1,785) －

⑺長期借入金 (4,742) (4,726) 15

⑻デリバティブ取引(＊4) 1 1 －

　(＊1)負債で計上されているものについては、( )で示している。
　(＊2)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除している。
　(＊3)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
　(＊4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
⑴現金及び預金、⑵受取手形及び売掛金

　これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ている。

⑶投資有価証券
　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっている。
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⑷破産更生債権等
　破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているた
め、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当
該価額をもって時価としている。

⑸支払手形及び買掛金、並びに⑹短期借入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

⑺長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定する方法によっている。

⑻デリバティブ取引
　先物為替予約取引についての時価は、取引先の金融機関から提示された価格等に基づき算定している。

（注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額320百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑶投資有価証券」に
は含めていない。

６．賃貸等不動産に関する注記
⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社では、東京都や埼玉県を中心に、賃貸オフィスビルや水産物卸売市場、賃貸駐車場
等を有している。

⑵　賃貸不動産の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額（百万円） 　時価（百万円）

2,370 4,780

（注1）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。
（注2）当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調

整を行ったものを含む。）である。

７．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 4,093円69銭
⑵　１株当たり当期純利益 354円81銭

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた当連結会計年度末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益
の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、従業員インセンティブ・プラン「株式
給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）
が所有している当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定している（当連結会計年度末47千株）。
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８．その他の注記
当社は、2015年３月16日開催の取締役会決議に基づき、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をよ

り高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高
めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ-ＥＳＯＰ）｣
（以下「本制度」という。）を導入した。

本制度は、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みで、個人の貢献度等に応
じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を
給付する。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託
財産として分別管理を行う。

本制度の導入に伴い、当社が保有する自己株式のうち47千株（94百万円）を第三者割当により資産管理
サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）へ信託財産として一括して処分している。

本制度に関する会計処理については、総額法を適用しており、専用信託口が保有する当社株式は純資産の
部に自己株式として表示している。なお、当連結会計年度末に総額法の適用により計上されている自己株式
の帳簿価額は94百万円（47千株）である。
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【計算書類】
個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項
⑴　資産の評価基準及び評価方法

①　関係会社株式　　　　　　　　総平均法による原価法
②　その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法によ
り算定）

時価のないもの　　　　　　　総平均法による原価法
③　デリバティブ　　　　　　　　時価法
④　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品　　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産　　　　　　　　　定率法

なお、賃貸住宅・賃貸冷蔵庫・社宅の一部及び1998年４月１日以降取
得の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降取得した
建物附属設備及び構築物については定額法

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上している。

②　投資損失引当金　　　　　　　投資に係る損失に備えるため、被投資会社の財政状態等を勘案し、損失
負担見込額を計上している。

③　賞与引当金　　　　　　　　　従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
④　退職給付引当金　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上している。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（11年）による定額法により費用処理することとし
ている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
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⑤　株式給付引当金　　　　　　　従業員に対する将来の当社株式の給付に充てるため、株式給付規程に基
づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額に基
づき計上している。

⑷　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理している。

⑸　消費税等の会計処理　　　　　　税抜方式によっている。

２．表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業年度の
期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に
表示する方法に変更した。

（損益計算書）
　前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示していた「固定資産除却損」及び「投資損
失引当金繰入額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記した。

３．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産

投資有価証券 221百万円
建物 42
土地 338

計 602
担保に係る債務

短期借入金 600百万円
長期借入金 1,029

計 1,629
⑵　有形固定資産の減価償却累計額 2,398百万円
⑶　保証債務 21百万円
⑷　関係会社に対する金銭債権、債務

短期金銭債権 1,306百万円
短期金銭債務 552百万円
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⑸　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律
の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、再
評価差額のうち税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額から税金
相当額を控除した額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上している。
①　再評価を行った日　　　　　　2002年３月31日
②　再評価の方法　　　　　　　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第

119号）第２条第４号に定める当該事業用土地について「地価税法第16
条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定す
るために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に合理
的な調整を行って算定している。

③　再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価額との差額

上記差額のうち賃貸等不
動産にかかるもの

456百万円

391百万円

４．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

⑴　売上高 1,297百万円
⑵　仕入高 2,523百万円
⑶　営業取引以外の取引高 357百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当 期 首
株 式 数 （ 千 株 ）

当 期 増 加
株 式 数 （ 千 株 ）

当 期 減 少
株 式 数 （ 千 株 ）

当 期 末
株 式 数 （ 千 株 ）

自 己 株 式

普 通 株 式 48 160 － 208

合 計 48 160 － 208

（注）１．自己株式の当連結会計年度末の株式数には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－Ｅ
ＳＯＰ）」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社
株式47千株が含まれている。

２．自己株式の数の増加は、2018年８月21日の取締役会決議に基づく自己株式の取得160千株及び単元
未満株式の買取り０千株による増加分である。

－ 18 －

個別注記表



６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額 135百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額 386
投資損失引当金繰入否認 110
減損損失 0
賞与引当金損金算入限度超過額 19
投資有価証券評価損否認 91
ゴルフ会員権評価損否認 10
繰越欠損金 878
その他 42

繰延税金資産小計 1,672
評価性引当額 △1,577
繰延税金資産計 95

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △39
その他有価証券評価差額金 △158
その他 △167
繰延税金負債計 △365
繰延税金負債の純額 △270

再評価に係る繰延税金負債
土地 △298
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７．関連当事者との取引に関する注記
⑴　子会社等

種類 会社等の名称
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社等

川越水産市場㈱ 50 水産物卸売業 所有
直接100.0 兼任1名

商品の販売
及び仕入
資金の援助

資金の貸付 760 短期貸付金 770

利息の受取 3 未収入金 0

債務保証(注3) 1 － －

豊海東都水産冷蔵㈱ 50 冷蔵倉庫業 所有
直接100.0 －

商品の一部
保管
資金の援助

資金の貸付 180 短期貸付金 150

利息の受取 1 未収入金 0

東 水 フ ー ズ ㈱ 45 水産物製造加
工冷蔵倉庫業

所有
直接100.0 － 清算会社 債権放棄

(注5) 1,051 － －

釧路東水冷凍㈱ 30 水産物製造加
工冷蔵倉庫業

所有
直接100.0 兼任1名

商品の販売
及び仕入
不動産賃貸
資金の援助
債務保証

資金の貸付 1,108 短期貸付金 314

利息の受取 2 未収入金 0

債務保証(注4) 20 － －

千 葉 魚 類 ㈱ 75 水産物卸売業 所有
直接100.0 兼任1名

商品の販売
及び仕入
資金の援助

資金の借入 250 短期借入金 250

利息の支払 1 未払費用 0

AERO TRADING
C O . , L T D .

千Ｃ＄
12

水産物製
造加工業

所有
直接100.0 兼任2名 商品の販売

及び仕入 仕　　　入 932 買 掛 金 219

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等

①　水産物の仕入については、市場価格を勘案して決定している。
②　資金の貸付、借入については、市場金利を勘案して設定している。

３．川越水産市場㈱の仕入に対する債務保証である。
４．釧路東水冷凍㈱の銀行借入に対する債務保証である。
５．債権放棄については、東水フーズ㈱の清算結了に伴い行ったものである。
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⑵　個人主要株主等

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
(被 所 有 )割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)

役員が議決権
の過半数を所
有している会
社等

㈱三陽 被所有
直接12.7%

水産物の販売
及び仕入

販 売 425 売 掛 金 124

仕 入 3,711 買 掛 金 46

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。
２．上記取引については、市場価格を参考の上、一般的取引条件と同様に決定している。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 2,138円40銭
⑵　１株当たり当期純利益 231円63銭

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた当事業年度末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益の算
定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、従業員インセンティブ・プラン「株式給付
信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が
所有している当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定している（当事業年度末47,100株）。

９．その他の注記
従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ-ＥＳＯＰ）｣につい

て、連結計算書類「連結注記表 ８.その他の注記」に同一の内容を記載しているので、注記を省略してい
る。
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